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昨
年
の

１２
月
に
行
わ
れ
た
、
国
連
総

会
本
会
議
で

１１
月
５
日
が
、「
世
界
津

波
の
日
」に
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
こ
で
、
今
年

１１
月
５
日
は
、
町
内

全
域
で
一
斉
に
夜
間
津
波
避
難
訓
練
を

実
施
し
ま
す
。

　
１９
時
に
緊
急
地
震
速
報
が
鳴
る
の
で
、

大
き
な
揺
れ
か
ら
身
を
守
る
行
動
を
２

分
間
行
い
ま
す
。
そ
の
後
、
津
波
浸
水

内
地
域
は
津
波
避
難
訓
練
を
、
津
波
浸

水
外
地
域
は
避
難
所
開
設
訓
練
を
実
施

し
ま
す
。

　
地
震
な
ど
の
自
然
災
害
は
、
い
つ
発

生
す
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
地
震
に
備

え
て
、
何
よ
り
も
訓
練
に
参
加
す
る
こ

と
が
最
重
要
で
す
。

　
な
お
、
夜
間
の
訓
練
に
な
り
ま
す
の

で
、
避
難
時
は
懐
中
電
灯
な
ど
を
持
参

し
、
安
全
を
最
優
先
に
訓
練
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
訓
練
状
況
の
撮
影
お
よ
び
記

録
を
防
災
資
料
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
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練
に
つ
い
て

ブロック塀等対策推進補助事業について

　地震発生時におけるブロック塀の倒壊などによる被害を軽減するため、対策を講じる方に対
して補助金を交付することにより、減災対策を進めています。

■補助対象者
　対象となるブロック塀の所有者

■補助対象経費　
避難路などに面している倒壊の危険性の高い既存コンクリートブロック塀の所有者が登
録工務店または建設業者に依頼して行った、撤去または安全な塀への改修に要する費用。

■補助金の額　　　　
　補助限度額300,000円
　※補助対象経費が300,000円に満たない場合は、改修などに要した額とします。
　　なお、1,000円未満の端数は切り捨てます。
　※申請は1敷地につき1回限りとします。

家具転倒防止に対する補助事業について

　地震発生時における家具の転倒やガラスの飛散による被害を軽減するため、対策を講じる
方に対して補助金を交付することにより、減災対策を進めています。

■補助対象者
　町内に住所を有する方

■補助対象経費　
お住まいの住宅の家具の転倒を防止するための器具およびガラス飛散防止フィルムの購
入費ならびにこれらの設置に要する費用。
※借家などの場合は住宅の所有者や管理者の承認を必要とします。

■補助金の額　　　　
補助対象経費の1／2（ただし、100円未満の端数は切り捨て）で、上限は10,000円です。
※申請は補助金の上限額に達するまでは何度でも申請可能です。


